
＜奈良県⾼等学校等奨学⾦返還猶予（免除）申請書＞記⼊例

開

２０／２０は半年賦の場合で、月賦の場合は １２０／１２０回になります

返還開始期日の１ヶ月前までに必ず申請をしてください。それを過ぎると猶予ができない場合があります。

毎年申請が必要です毎年申請が必要です毎年申請が必要です毎年申請が必要ですので、期間は１年間です。（和暦・西暦どちらも可）
猶予を希望する期間＜在学中・入学準備中＞４月から翌年３月まで＜在学中以外＞１０月から翌年９月までの間で希望する期間


